
（平成２２年１月１日以降始期契約用） 

火災保険・地震保険    未経過料率表 

未経過料率とは・・・ 

長期一括払契約の契約内容変更、解約保険料を算出する際に、その契約内容の変更前後の
長期一括払保険料の差額に乗じる係数です。 
適用する未経過料率は、保険種類などにより異なります。 

＜解約の場合の変換保険料の計算式＞ 
長期一括払保険料×未経過料率 

＊以下の場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 
    ・契約内容を変更する場合 
    ・既に契約内容を変更している契約を解約する場合 

参考【表の見方】 
  例：保険期間２年で、契約内容変更（異動）日が保険始期から９か月４日経過している場合 

  １か月未満の端日数は１か月として計算するので、経過年数は０年、経過月数は１０か月となります。 
 下の表から、使用する未経過料率は５２％となります。 
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＊保険種類が「個人用火災総合保険（新価・実損払）」で保険の対象が建物の場合は、係数が異なりますので、 
  以下のホームページをご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 

http://www.sjnk.co.jp/info/kasai/sj/ 

http://www.sjnk.co.jp/info/kasai/sj/


①火災保険    主契約の保険期間２年～９年 
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①火災保険    主契約の保険期間１８年～２１年 
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６ 



①火災保険    主契約の保険期間２５年、２６年 

７ 



①火災保険   主契約の保険期間２７年、２８年 

８ 
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①火災保険    主契約の保険期間３１年、３２年 
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